
仕様書 

 

１．件  名  植栽維持管理業務（徳島運輸支局応神町庁舎） 

 

２．目  的 

徳島運輸支局応神町庁舎の敷地内において、繁茂した植栽による害虫発生、

近隣企業等への浸食を防止するために、剪定作業及び除草作業を行い植栽の

維持管理を行うもの。 

 

３．履行場所  徳島運輸支局応神町庁舎  

徳島県徳島市応神町応神産業団地１－１ 

 

４．契約期間  契約締結日から令和９年２月１２日まで 

 

５．作業内容及び実施時期 

  以下の内容で実施すること。 

（１）除草作業 

別添『除草作業図面』において黄色塗りにより示す除草作業対象箇所（合

計面積：４，５０９㎡）について、契約期間中に１回除草作業を実施するこ

と。なお。実施月は８～９月とする。 

（２）剪定作業 

  以下の①～③の区分に応じて、それぞれ契約期間中に剪定作業を１回実施

すること。なお、実施月については８～９月とする。 

  ➀高木・中木 

別添『高木・中木位置図』・『徳島運輸支局応神町庁舎樹木一覧表（別添

１）』に示す樹木１１７本について、枝透かしを行うこと。枝透かしの強度

については、樹勢に応じて副主枝から先を切り落とす中透かしまたは主枝

から先を切り落とす大透かしとする。詳細は『徳島運輸支局応神町庁舎樹

木一覧表（別添１）』の備考欄を参照すること。また、道路側場周フェンス

に面する樹木については、フェンスを超えて伸張する部分について切除す

ること。 

なお、剪定作業実施前に監督職員と剪定方法について確認を行うことと

し、監督職員の許可を得ずに枝おろし剪定を実施した結果、樹形が著しく

変化し美観が損なわれたと発注者が判断した場合には、復旧作業または当

該樹木と同品種の樹木の植替作業を実施すること。 

   



 ②寄植刈込 

    別添『寄植・生垣位置図』・『徳島運輸支局応神町庁舎樹木一覧表（別添

２）』に示す寄植について、刈込を行うこと。 

③生垣刈込 

  別添『寄植・生垣位置図』・『徳島運輸支局応神町庁舎樹木一覧表（別添

３）』に示す生垣について、刈込を行うこと。 

（３）殺虫剤散布 

  （２）で示す樹木について、噴霧器を使用してスミチオンを８～９月及び

１月に各１回、散布すること。なお８～９月に関しては除草作業と合わせ

て散布すること。ただし、サザンカ(生垣)については、オルトラン粒剤又

は同等品を使用すること。 

（４）作業に掛かる共通事項 

・作業によって排出された枝葉草木などの廃棄物については本役務を受注 

したもの（以下「受注者」という。）の責任と負担によって適切に処理す

ること。 

・各作業後はきれいに清掃し、廃棄物を残しておくことがない様に注意す 

ること。なお、廃棄物は一般廃棄物として処理すること。 

・役務の達成に必要な機材等は全て受注者負担で用意すること。 

・役務中は、近隣企業への配慮を心がけること。 

 

６．提出書類 

次の書類を提出すること。なお、作業ごとに都度提出すること。 

（１）作業前 

詳細工程表 １部 

（２）作業後 

報告書 １部 

写真帳 １部 

作業前、作業中、作業後の写真を撮ること。 

撮り方については、施工前、施工中、施工後についてそれぞれ①作業日、

②作業者（企業名）、③作業場所、④作業内容を記した黒板若しくはホワイ

トボード等と共に撮影すること。 

 

７．その他特記事項 

（１）作業実施にあたり、関係法令を遵守すること。 

（２）作業中に疑義及びトラブルが発生した場合は、速やかに監督職員に連絡し、

その指示を得ること。 



（３）作業を行う際には、職員及び来客等の通行に支障がないよう十分に注意す

ること。 

（４）受注者の過失により、施設、設備及び車に損害を与えた場合は、受注者が

これを補償すると共に復旧を行うこと。 

（５）作業時に発見した不具合等は速やかに監督職員に連絡し、報告すること。 

（６）作業終了後は、監督職員にその旨を連絡し、作業内容の確認を受けること。

作業状況に不備があった場合は、再度作業すること。 

（７）作業終了後、速やかに報告書及び写真帳を提出すること。 

（８）本仕様書に記載のない事項については、その都度監督職員と協議するもの

とする。 

（９）受注者の過失により植栽物を枯らしたときは、当該植栽物と同品種の植替

を直ちに行うこと。 

 

８．支払 

（１）発注者が指定する検査職員の検査に合格後、代金の請求を行うものとする。 

（２）適法な支払請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 

   なお、発注者の責に帰する事由により、支払が遅延した場合は、「政府契

約の支払遅延防止等に関する法律」に基づき、約定期間満了日の翌日から

起算して支払日までの日数に応じて未払金額に年３．０％の率を乗じて

計算した金額を遅延利息として支払うものとする。 

（３）消費税及び地方消費税に相当する金額に１円未満の端数があるときは、 

その端数を切り捨てるものとする。 

（４）本業務は、四国運輸局及び独立行政法人自動車技術総合機構四国検査部並

びに受注者との３者契約であるため、発注者が指定する金額にて分割し

各々に請求すること。 

 

９．暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

（１）本契約において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固として

これを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報

を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

（２）（１）により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合は、速やかに

その内容を記載した書面により発注者に報告すること。（１）及び（２）

の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じるこ

とがある。 

（３）本件契約において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより納品等

に遅れが生じる等の被害が生じた場合は発注者と協議を行うこと。 


